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平成 28 年 4 月吉日 

第５４回ファインビット通信 

中村 中 

１、マイナス金利と地域金融機関の事業性評価融資 

１）貸出増強競争へ 

日銀のマイナス金利政策に伴

い地域金融機関は貸出増加対

策を講じるはず。 

マイナス金利政策では、金融機

関は資金運用（貸出・国債投資

など）の金利が低下する一方で、

預金（調達）金利の下方硬直性

（マイナス金利には突入しな

いこと）のために、利鞘が下が

り、収益が低下します。その運

用金利の中では、貸出が最も高

い利回りが取れると言うこと

で、特に、地域金融機関は貸出

の増強を図るようになります。

従来の審査承認基準を拡大し、

融資対象先を増やすと同時に、

その貸出先は、信用力の高い先

で貸倒引当金負担の少ない先

であることを求めます。その為

に、新しい「事業性評価融資の

手法」で、貸出残高の増加を図

るようになっています。 

また、最近の低金利政策の下、

地域金融機関においては、この

「事業性評価融資」の推進しか、

存続の手段はないかもしれま

せん。私としては、「事業性評

価融資」こそ、「金融検査マニ

ュアル」「金融円滑化法」に続

く、地域金融機関の大変革と見

ております。 

 

（日経新聞 平成 28 年 3 月 7 日）  
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２）事業性評価融資が貸出対象を拡大する 

審査プロセスの網掛け部分が審査実行基準になります。 

この審査プロセスは、財務金融アドバイザーの通信講座のテキスト 1､テキスト 3、及び

テキスト 4（金融機関との連携・交渉）に載せており、最近の私の書籍には必ず、掲載

しております。その全体像を見てから、網掛け部分をじっくり見て下さい。 

 

●第１プロセス

第1行程

第2行程

●第２プロセス

資金使途チェック

１)仕入･在庫・販売

２)賞与・決算

３)正常なる運転資金

●第３プロセス（企業審査・事業審査不可の場合）

大分類 小分類

消費者（顧客）

仕入先

得意先

従業員

株主

債権者

地域住民

行政機関

その他（　　　　　）

経営者等役員

従業員

その他（　　　　　）

税理士･会計士

商工会議所・商工会

学・官

その他（　　　　　）

エ
 
リ
 
ア
　
金
　
融
 
審
 
査

ステーク
ホルダーへの
貢献度

地域貢献への
当社の意欲

地域･地元での
当社への評価

１)設備
２)長期運転資金
３)貸出構成修正
4)事業再生
５）経営改善支援

流動資産担保
(ABL等）

第1ﾌﾟﾛｾｽ第2ﾌﾟﾛｾｽの審査で
リスクが大きい時

資本的資金
充当貸出

(含、ファンド等）

１)創業(成長)
２)業種転換
３)自己株式購入
４)M＆A
５）事業承継

従来型
固定資産担保
(不動産・株式等
含定期預金）

金融機関の審査プロセス

企
業
審
査

定量分析(財務分析）ﾁｪｯｸ=自己資本比率･債務償還年数など

定性分析(金融検査ﾏﾆｭｱﾙ別冊）ﾁｪｯｸ＝営業力･販売力など

事
　
業
　
審
　
査

担保･保証チェック

短期
マネーフロー、
（主に「資金繰り
実績･予想表」で

チェック）

コベナンツ
(財務制限条項）

長期
マネーフロー、
（主に「資金運用
調達表」で
チェック）
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(1)企業審査の第 2 行程の部分 

定性分析（事業性評価）の具体的な事例は、金融検査マニュアル別冊（中小企業融資

編）に集約されています。この金融検査マニュアル別冊の 27 事例による企業評価は、

小体の中小・零細企業を対象にした審査の意思決定プロセスですが、事業性評価の対

象企業は、中堅企業を含んだ中小企業全般を対象にしていますので、この評価はほと

んどの企業に対する審査プロセスと言えます。とは言うものの、事業性評価はほぼ、

金融検査マニュアル別冊（中小企業融資編）事例に読み替えることが出来ますので、

この事業性評価については、金融検査マニュアル別冊（中小企業融資編）の 27 事例が

参考になります。 

 

(2)事業審査の資本的資金充当貸出の部分 

「金融検査マニュアル」で、「十分な資本的性質が認められる借入金は負債ではなく資

本と見なすことができる」と明記されていることは、地域金融機関も自らの判断で、

中小企業への貸出条件や金利を柔軟に対応してよいということです。また、今後、中

小企業の必須資金になる、業種転換資金、成長分野拡充資金、創業資金、事業承継資

金、M&A 資金、自社株式購入資金になります。と同時に、中小企業もエクイティ・フ

ァイナンスで投資家から直接に資金調達を行う上場企業のように、確りした財務報告

や内部統制また情報開示の責任や義務も負うことが求められます。 

 

(3)担保・保証チェックの流動資産担保（ABL）・コベナンツの部分 

 

事業性評価を重視した審査が勧められるようになりますと、従来型固定資産担保（不

動産・株式等、含む定期預金）の他に、この「流動資産担保(ABL 等)」や「コベナン

ツ(財務制限条項)」による担保・保証の差入れが広がるようになって来ました。実際、

金融検査マニュアル別冊（中小企業融資編）の事例においても、正式には「流動資産

担保（ABL 等）」や「コベナンツ(財務制限条項)」を担保・保証には取っていないも

のの、このような流動資産や財務制限条項を融資の確実な回収の手段として、「事業

性評価」の考え方に盛り込んで、融資審査の実行手法とするようになって来ています。 

（調達･貸し方）

負債の部

（デット）

《企業のバランスシート》

エクイティ）

資金供給者

（銀行借入）

純資産の部

（資本・

資産

（アセット）

（運用･借り方）

銀行

投資家
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(4)エリア金融審査の部分 

「エリア金融審査」は、「リレーションシップバンキングの精神やコンセプト」を習得

してから、これをチェックリストのように活用します。地域に根差した中小企業の事

業や成長可能性である「事業性評価」を見極めることに重なります。 

大分類の「ステークホルダーへの貢献度」とは「地域社会に対する企業の貢献度」で

す。次の大分類の「地域貢献への当社の意欲」とは、経営者等役員・従業員の日ごろ

の言動や行動から判断します。3 番目の大分類の「地域・地元での当社の評価」とは、

税理士・会計士の意見や商工会議所・商工会・教育機関・県庁・市役所などの広報誌

や役職員の発言から判断します。このような内容は、抽象的で判断しづらい点があり

ますが、この企業が 2 倍 3 倍の規模に成長して行った場合を想定すると、その貢献度

は明らかになってきます。因みに雇用の増加だけでも、その貢献度は大きいと言えま

す。 

 

３）事業性評価における「技術力評価」「販売力評価」のスキル習得へのポイント 

 

私の主催する少人数勉強会で、この事業性評価について、何回か解説を行いましたが、

参加者の皆様も、この評価については抽象的で、腹に落ちるには時間がかかるようで

す。そこで、ドラマ「半沢直樹」や「花咲舞が黙っていまい」の DVD などを見ながら、

皆で質疑応答を繰り返します。そのひとコマをご紹介します。 

講師の私が、「今後、金融機関の担当者は、取引先企業の中に入り込んで、実際に経営

改善計画の策定支援を行うことや、モニタリング・スケデュールを策定することまで

は、難しいと思いますが、“取引先の技術力・販売力をどのように評価するか”という

ことを真剣に学ぶようになると思います。」と発言しますと、参加者から、「自分たち

税理士・公認会計士などは、如何にしたら、この半沢直樹のような目利き力が養える

のですか。」と言う質問が出されました。 

そこで、私は、銀行員とコンサルタントの経験を持っていますので、以下の(1)～(6)

の回答を致しました。負担なく、これらのスキルを身に付けることを狙って、まとめ

てみました。この回答は、的を射ているとは思いませんが、皆様からも、ご意見を頂

きたいと思います。 

 

(1)税理士の月次訪問・巡回監査は、金融機関貸出担当と同様に、異業種訪問でのヒア

リングのチャンス。このチャンスを活かして、臆せず、積極的にヒアリングを行う

こと。 

(2)ヒアリングに対する顧問先・関与先の技術担当者や販売担当者の回答の内、情熱を

込めた回答部分を習得すること。 

(3)ウィキペディア・業種別辞典による薄く広い知識・情報を習得すること。 

(4)(1)(2)(3)の繰り返しによって、企業の技術面や販売面の目線が出来、常識が養え

る。 

(5)その目線や常識部分と異なる点を、次回訪問時にヒアリングの項目に入れる。 

(6)そのヒアリングにおける質疑応答を文書化する（訪問日誌などに書き残す） 
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２、金融機関本部の悩みと税理士などの専門家への期待 

目下、金融機関本部・審査部などは、中小企業に対して、出来るだけ早期に新規融資を売

込みたいと思っているようです。そのためには、いつも話題になる返済をしていない 40

万社に対して、正常返済を付与して、返済猶予を健全化することですが、その前に、先ず

は、「モニタリングに耐えるような経営改善計画」の提出を求めなければならないようで

す。 

金融機関が求める返済期間に合わせた「キャッシュフロー」を生み出せる計画はあるもの

の、企業内部では、その計画に沿った動きが出来ていないことがあります。売上や費用の

予測と実績があまりにも乖離するので、原因を調べようとしても、全体計画策定時に部門

計画・セグメント計画まで落とし込んでいなかったために、それが出来ないこともありま

す。 

そして、計画自体を作り直すようなことになって、なかなか、正常化に至らず、新規融資

を売込めないケースが多いようです。 

財務 DD を得意とする税理士・公認会計士などの先生が、金融機関本部に訪問する時は、

このような計画を作り直したいと言うことです。既に提出され本部・審査部も認めた経営

改善計画への支援の申し出でが、金融機関本部に評価されます。以下の提案を、本部のメ

ンバーに行っては、如何でしょうか。 

①外部環境分析なしの経営改善計画（売上の根拠がない）の見直し。 

②内部環境分析なしの経営改善計画（組織図・セグメント計画がなくモニタリング不可） 

に対する、内部部門計画策定の打診。 

③金融機関の返済期間に合わせる逆算型経営改善計画（予実が 1 年目から狂う）に対す

る、事業 DD・財務 DD の検討の見直し。 

この 3 つの計画の見直しは、金融機関内部の所謂「アリバイ計画」是正への第一歩であり、

その切込みこそ、金融機関としては何年も続いた「新規貸出が出来ない状況」への打破に

繋がり、喜ばれることであると思います。 

 

 

３、書籍「金融機関・会計事務所のための SWOT 分析徹底活用法 

―事業性評価・経営改善計画への第一歩－ 」  を上梓いたします 

今般、ビジネス教育出版社より4月下旬、上梓することになりました。 

この書籍は、私と、㈱マネジメントパートナーズのコンサルタントである「酒井篤司・関

根義宗・佐藤宏樹・平鍋雅之・川西智子・古坂真由美（すべて財務金融アドバイザー認定

者であり継続会員）」の各氏の共著です。 

金融機関が行うべき“SWOT”目線による経営改善計画の評価とは？ 

取引先の実態把握に最も現実的な経営分析手法“SWOT”の 

活用法を経験豊富な実務家が実践事例をベースに詳説。 

と帯で謳っています。 
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金融機関の担当者は、一般的には、経営学ならば何でも知っているように思われています。

しかし、実際は、このSWOT分析が最もなじみのある経営学手法とされています。現在話

題の事業性評価融資や経営改善計画の吟味も、ほとんどが、このSWOT分析によって行わ

れています。 

皆様方も、是非この機会に、金融機関の担当者と共に、本書を学んで頂くことをお勧めし

ます。出来れば、事務所の勉強会にお使い頂ければ、とも思っています。 

継続会員の皆様への優遇価格については、後日、お知らせいたします。 

 

４、今後の「少人数勉強会」のご案内 

4 月 18 日、5 月 12 日は、まだ数名の空き席がありますので、積極的にご参加ください。 

～～～少人数勉強会【開催日と主要テーマ】～～～ 

 

含む、「コンサルティング・経営改善計画策定に関する手数料交渉のポイント」 

 

５、MPS よもやま話 

『事業再生の現場から 

～「データの羅列」や「問題点言いっ放し」にしない、事業 DD のポイント～』 

 

事業 DD（事業調査）では、データ分析やヒアリング等から問題点を抽出していきます

が、社長であっても従業員が担う業務をきちんと把握できてないというケースすらある

のが実態です。このような場合でも、事業運営状態や窮境に陥った要因、改善の方向性

を見出していくための事業 DD のポイントは以下のとおりです。 

(1) 事実を把握する 

（省略） 

終了 

終了 

終了 

終了 



7 

(2) なぜそうなったかを推測・検証する 

（省略） 

(3) どうすれば良くなるか具体的に示す 

(省略) 

特に(2)を重点的に行うことで、単なる分析データの羅列や言いたい放題の問題点列挙で

はなく、会社が気づいていない課題を指摘し、改善・改革の糸口を見出すことができま

す。(省略)このような観点からも、事業 DD 報告書は、その会社の健康診断結果である

とともに未来に向けてのエールとして作成するべきだと考えています。 

 

(株)マネジメントパートナーズ コンサルタント 川西智子 

 

６、関西からの一言 

『金融機関が勧める保険について』 

 

以下、若手の山本税理士と先輩のベテラン田中税理士のやり取りです。 

山本税理士（新人）：確定申告が終わって、ホッとしています。パーッと飲みにでも連れ

て行ってくださいよ！ 

田中税理士（ベテラン）：確定申告は終わったけれど、3 月決算法人の決算準備はバッチ

リですか？ 

山本税理士（新人）：仰る通りです。しかし、最近、決算対策に金融機関から保険商品を

進められることが凄く多くなってきました。先生の方ではどうでしょうか？ 

田中税理士（ベテラン）：2007 年から金融機関での保険の販売が全面的に解禁され、手数

料収入を上げるために保険の販売に力を入れている金融機関は多いですね。 

山本税理士（新人）：この間、顧問先の金利交渉を行ったら、法人で役員を対象にした保

険に加入したら金利を下げるなどと言われました。 

田中税理士（ベテラン）：そういった販売方法はだめですよね。しかし、決算対策を行う

のに、保険は従来から活用されてきた方法ではありますね。 

(省略) 

田中税理士（ベテラン）：顧問先が保険加入を検討されている場合は、しっかりと出口ま

での長い期間を見通したアドバイスを行うことが重要ですね。 

 

中村中との共著者、公認会計士・税理士 中村文子 

 

以上 

 


